
実施要領
該当ページ等

質問事項 回答

実施要領Ｐ６
参加表明書等の
提出書類

「隠岐の島町税等の滞納がない旨の証明書」は、
隠岐の島町以外に所在する事務所の場合、不要と考えてよろしいでし
ょうか。

提出は不要です。

隠岐の島町中出張所・診療所・歯科診療所 複合新庁舎設計プロポーザルに関する参加表明書等の作成について、質問がありましたので下記のとおり回答します。
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